
回答）
① 特別な場合を除き、原則３社以上から見積を徴収しています。

② 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、

請負代金額が不適当となったときは、請負代金額の変更を請求することができます。

③ 工事の現場着手前までに手続きを完了させる予定です。

④ 港湾関係者に対して工事の事前説明を行っておりますが、契約後に関係者と調整を行っ
たうえ、工事範囲の規制を行う予定です。なお、放置車両が工事着手前までに撤去ができ
ない場合は、その範囲外から施工を行う計画です。

⑤ コンクリート塊（無筋・有筋）の処分費が無料の施設があり、運搬費との合計から最も
経済的な費用を計上しているため、変更の対象としません。

ただし、特別な事情がある場合は、設計変更の協議を行います。


